
令和６年３月 21日 

 

宮津市長 城﨑 雅文 様 

 

宮津市庁舎基本構想等検討委員会 

委員長 青山 公三 

 

宮津市庁舎の整備に向けた基本構想について（答申） 

 

令和５年７月 16 日付け宮総第 138 号で諮問を受けました標記の件につきまして、

下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 整備にあたっての基本的コンセプト 

新たに市庁舎を整備するにあたり、目指すべき基本的コンセプトは次の４点とす

る。 

 

   基本的コンセプト１  利用しやすく親しみのある庁舎  

市民にとって親しみが持て、誰もが気軽に集える交流の機能を有する庁

舎とする。 

 

   基本的コンセプト２  災害にも強く、安全・安心を確保する庁舎  

強固な防災性を備えるとともに、万が一の大災害時、非常時、緊急時にお

いて、災害対策拠点として必要な防災機能を備え、市民の安全・安心に資す

る庁舎とする。 

 

   基本的コンセプト３  シンプルで経済的な庁舎  

過度な装飾は排除し使いやすさを重視するとともに、将来の財政負担が

過大とならないよう、初期投資も維持管理も低コストな庁舎とする。 

 

   基本的コンセプト４  機能的な庁舎  

 市民の利便性向上を図るため、分散している行政機能を１か所に集約し

機能性を高めるとともに、設備のバリアフリー化はもとより、国際標準で

あるユニバーサルデザインを導入し、ダイバーシティにも配慮した来庁者

にやさしく、職員が働きやすい庁舎とする。 

 

写 



２ 立地場所及び整備手法の方向性 

・市庁舎は、利用する市民の利便性を考慮し、中心市街地に配置し集約するこ

とが望ましい。 

・整備にあたっては、財政状況が厳しい中にあって、国・府からの財政支援が

ないことから、可能な限り経費を抑えられるよう、経済合理性を考慮し、既

存の建物活用が最も適切な整備手法であると考える。 

・土砂災害、地震・津波・浸水被害に対して、ミップルビルは立地面や建物強

度面から、一定の防災性が確保できる。 

・現在の福祉・教育総合プラザは、アクセス性と商業施設との同居により、市

民から高い評価を得ている。 

 

こうしたことを踏まえ、市庁舎を『ミップルビル（宮津阪急ビル）』内に移転し、

行政機能を集約することが望ましい。 

この実現に向けて、建物所有者や建物賃借者と丁寧に協議を行われたい。 

 

３ その他 

昨今の技術進歩により、様々な面において利便性が急速に拡大している一方で、

人と人との関係性の希薄化が大きな課題となっている。 

これからの市庁舎は、このような時代背景を受け入れつつも人と人とのつながり

を深め醸成する場としての機能が求められる。高齢者や障がい者、外国人や学生な

ど、あらゆる世代が親しみやすい市庁舎の実現に加え、窓口対応や各種行政手続き

についてはＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の進展によって、市民サー

ビスがさらに向上していくこと、とりわけ庁舎から離れた地域への行政アクセスに

ついても向上することを切に期待する。 

また、次の課題について、併せて検討されるよう申し添える。 

①現在の市庁舎本館は、歴史的価値があるとされていることから、別途、検討組

織等を設置し、そのあり方について議論を深められたい。 

②島崎・浜町エリアについては、今後の宮津市の発展に向けた重要拠点にしてい

かなければならないことから、市庁舎の移転を契機に、新庁舎を含むエリアを

一体的かつ総合的見地から宮津市の新たなにぎわいを創出するための再開発

に向けた議論を深められたい。 

③市庁舎の移転に伴いミップルビルの売り場面積が減ることとなることから、買

い物利便性が大きく損なわれることのないよう周辺エリアでの対応も含めて

十分に配慮されたい。 

  ④海が見える庁舎という優位性を活かし、市民のみならず国内外各地や海外の

人々が交流できる機能、市を象徴する機能を検討されたい。 

以上 


